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や
っ
と
春
め
い
た
時
期
と
な
り
、
総
代

の
皆
様
に
は
何
か
と
お
忙
し
い
中
、
大
町

溝
土
地
改
良
区
平
成

年
度
通
常
総
代
会

に
ご
出
席
い
た
だ
き
ご
苦
労
様
で
す
。

昨
日
、
国
営
最
上
川
下
流
沿
岸
農
業
水

利
事
業
所
の
看
板
降
納
式
が
あ
り
、国
営
最

上
川
下
流
沿
岸
農
業
水
利
事
業
は
平
成

年
の
着
工
か
ら

年
の
期
間
を
経
て
よ
う

や
く
完
成
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。今
ま

で
総
代
の
皆
様
か
ら
多
大
な
ご
協
力
を
い

た
だ
き
ま
し
て
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

さ
て
、
た
だ
今
総
代
実
数

名
と
の
報

告
が
あ
り
ま
し
た
が
、

名
の
総
代
の
方

の
勘
違
い
も
あ
り
経
営
移
譲
手
続
き
を
取

っ
た
た
め
に
組
合
員
資
格
を
喪
っ
て
し
ま

い
総
代
の
資
格
を
な
く
し
て
お
り
ま
す
。

組
合
員
資
格
を
な
く
す
る
と
総
代
の
資
格

を
な
く
す
る
こ
と
に
つ
い
て
も
、
皆
様
か

ら
理
解
し
て
い
だ
き
ま
す
よ
う
お
願
い
し

ま
す
。

さ
て
、
先
日
の
総
代
研
修
会
で
説
明
し

ま
し
た
が
、
こ
れ
か
ら
提
案
し
ま
す
一
般

会
計
賦
課
金
の

円
の
削
減
に
つ
い
て
は

今
後
更
に
見
直
し
、
負
担
軽
減
に
繋
げ
て

行
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
が
、
未
納
金

を
解
決
し
て
い
か
な
け
れ
ば
賦
課
金
の
引

き
下
げ
は
困
難
と
思
い
ま
す
。
一
つ
解
決

す
る
と
別
の
未
納
が
発
生
す
る
状
況
で
あ

り
ま
す
が
、
総
代
の
皆
様
よ
り
も
ご
協
力

い
た
だ
き
賦
課
金
の
軽
減
に
も
取
り
組
ん

で
行
き
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
の
で
よ

ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

今
日
は
提
案
い
た
し
ま
す
議
案
に
つ
い

て
慎
重
審
議
い
た
だ
き
ま
し
て
決
議
い
た

だ
き
ま
す
よ
う
に
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た

し
ま
す
。

本
日
は
、
ど
う
も
ご
苦
労
様
で
す
。

平
成

年

月

日

午
前

時

分
よ
り
総
代

名
の
内

名
の
出

席
の
上
、

番

佐
藤
賢
一
総
代
の

議
長
に
よ
り
、
平
成

年
度
補
正
予

算
、
平
成

年
度
予
算
並
び
に
、
国

営
農
業
水
利
事
業

最
上
川
下
流
沿

岸
地
区

地
元
負
担
金
の
繰
上
償
還

を
は
じ
め
と
す
る
全

議
案
が
審
議

さ
れ
、
全
議
案
議
決
さ
れ
ま
し
た
。

総
代
会
に
お
け
る
質
疑
応
答
は
、

次
の
と
お
り
で
す
。（
抜
粋
）

今
年
度
の

ア
ー
ル
あ
た
り
の
決
済
金

は
い
く
ら
か
。
決
済
金
の
未
納
金
は
あ
る

の
か
。

今
年
度
は

ア
ー
ル
あ
た
り

万

千

円
と
な
り
ま
す
。
な
お
、
決
済
金
は
毎

年

月
に
発
行
す
る
広
報
に
掲
載
し
て
お

り
ま
す
の
で
広
報
で
確
認
を
お
願
い
し
ま

す
。
決
済
金
の
未
納
は
あ
り
ま
せ
ん
。
未

納
と
な
っ
た
場
合
は
、
地
区
除
外
は
し
ま

せ
ん
。

昨
年
夏
の
豪
雨
災
害
に
対
し
て
災
害
対

策
費
を
計
上
し
て
い
る
が
、
本
溝
排
水
路

も
水
が
溢
れ
田
ん
ぼ
が

日
間
浸
水
し
、

本
川
集
落
で
は
住
宅
地
へ
も
水
が
溢
れ
ま

し
た
が
、
何
ら
か
の
手
立
て
は
考
え
ら
れ

な
い
の
か
。

事
前
に
草
薙
頭
首
工
の
取
水
門
を
全
閉

し
、
茨
野
排
水
機
も
フ
ル
稼
働
し
ま
し
た

が
能
力
的
に
追
い
つ
か
な
い
状
況
で
す
。

平
田
、
松
山
地
区
の
山
地
で
は
土
砂
の
崩

落
等
も
あ
り
、
当
区
で
管
理
す
る
県
営
上

堰
幹
線
用
水
路
も
土
砂
の
崩
落
が
あ
り
ま

し
た
。
対
策
は
講
じ
て
い
ま
す
が
排
水
能

力
的
に
、
困
難
な
状
況
で
し
た
。
関
係
行

政
並
び
に
国
や
県
へ
も
要
請
を
行
っ
て
お

り
ま
す
。

組
合
員
よ
り
、
昨
年

月
の
フ
ェ
ー
ン

現
象
の
時
に
用
水
路
に
水
が
流
れ
て
い
な

く
、
そ
れ
が
減
収
に
繋
が
っ
た
と
言
わ
れ

て
い
ま
す
の
で
、
運
転
休
止
日
も
気
象
条

件
に
合
わ
せ
た
柔
軟
な
対
応
を
要
望
い
た

し
ま
す
。

柔
軟
な
対
応
を
行
い
ま
す
。
水
利
権
に

つ
い
て
の
課
題
は
あ
り
ま
す
が
、
用
水
確

保
に
つ
い
て
は
、
出
来
る
限
り
努
力
し
た

い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

災
害
復
旧
で
、
土
地
改
良
区
の
負
担
の

な
い
方
策
は
な
い
の
か
。
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土
地
改
良
区
の
負
担
が
少
な
い
も
の
は
、

割
補
助
の
国
の
災
害
対
応
と
な
り
ま
す
。

こ
の
国
営
事
業
の
大
町
溝
土
地
改
良
区

の
負
担
は
何
パ
ー
セ
ン
ト
で
す
か
。

全
体
の
地
元
負
担
率
は

パ
ー
セ
ン
ト

と
な
り
ま
す
。

こ
の
工
事
の
当
初
説
明
会
に
於
い
て
、

ほ
場
整
備
事
業
の
負
担
が
あ
る
中
で
更
な

る
負
担
金
の
増
に
つ
い
て
混
迷
し
た
記
憶

が
あ
り
ま
す
。
現
在
は
一
般
会
計
賦
課
金

の
中
よ
り
積
立
を
行
っ
て
繰
上
償
還
す
る

と
の
説
明
で
し
た
が
、
負
担
方
法
に
つ
い

て
当
初
か
ら
丁
寧
な
説
明
が
あ
れ
ば
良

か
っ
た
と
思
い
ま
す
。

事
業
が
完
成
し
良
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。

過
去
の
説
明
不
足
に
つ
い
て
は
お
詫
び

い
た
し
ま
す
。

当
土
地
改
良
区
の
こ
の
度
の
繰
上
償
還
は
、

土
地
改
良
区
の
財
源
を
一
時
的
に
流
用
し

償
還
す
る
事
と
な
り
ま
す
が
、
将
来
的
に

は
一
般
会
計
賦
課
金
よ
り
、
流
用
し
た
財

源
へ
戻
し
入
れ
を
行
う
こ
と
と
な
り
ま
す
。

前
年
度
と
比
較
し
て
事
務
費
の
需
用
費

の
図
書
費
及
び
追
録
代
と
維
持
管
理
費
の

管
理
費
の
人
件
費
が
大
幅
に
減
額
と
な
っ

た
理
由
を
説
明
し
て
下
さ
い
。

保
有
の
六
法
等
の
法
令
書
籍
を
イ
ン
タ

ー
ネ
ッ
ト
の
閲
覧
に
変
更
し
、
経
費
削
減

を
図
り
ま
し
た
。
ま
た
、
職
員
の
人
件
費

は
、
前
年
度
対
比
で

名
の
減
員
と
な
り

大
幅
に
減
額
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。

一
般
会
計
の
予
算
を
見
た
場
合
人
件
費

の
削
減
が
組
合
員
の
負
担
軽
減
に
繋
が
っ

て
き
ま
す
。
賦
課
金
で
ま
か
な
う
人
件
費

の
比
率
が

パ
ー
セ
ン
ト
か
ら
今
年
度
は

パ
ー
セ
ン
ト
と
低
く
な
り
、
今
年
は
経

営
努
力
を
し
た
と
い
う
こ
と
は
評
価
で
き

る
と
思
い
ま
す
。

土
地
改
良
法
第

条
に
定
め
ら
れ
て
い

る
、
未
納
金
は
土
地
に
付
い
て
ゆ
く
事
は

今
も
変
わ
り
な
い
か
。

変
わ
り
あ
り
ま
せ
ん
。

未
納
対
策
の
中
で
、
組
合
員
が
死
亡
し

た
場
合
の
対
応
は
ど
の
よ
う
に
す
る
の
か
。

組
合
員
が
死
亡
し

ヶ
月
を
過
ぎ
れ
ば
、

相
続
放
棄
は
で
き
な
く
な
り
ま
す
の
で
、

相
続
人
が
新
組
合
員
と
し
て
承
継
し
て
い

た
だ
く
こ
と
と
な
り
ま
す
。

組
合
員
の
変
更
手
続
き
は
届
出
で
す
が
、

問
題
の
あ
る
方
に
つ
い
て
は
積
極
的
に
進

め
る
べ
き
と
思
い
ま
す
の
で
要
望
し
ま
す
。

た
だ
い
ま
要
望
の
あ
り
ま
し
た
組
合
員

の
資
格
得
喪
に
つ
い
て
、
新
年
度
か
ら
は

未
納
が
発
生
し
な
い
よ
う
な
対
応
と
し
て
、

受
委
託
の
資
格
得
喪
手
続
き
の
際
に
、
未

納
が
生
じ
た
時
は
耕
作
者
よ
り
も
責
任
を

負
っ
て
い
た
だ
く
旨
の
書
面
の
提
出
を
お

願
い
し
ま
す
。
こ
れ
は
山
形
県
の
指
導
も

受
け
て
お
り
、
理
事
会
で
も
内
容
確
認
済

み
で
す
。
ま
た
、
今
ま
で
の
未
納
金
に
つ

い
て
は
、
耕
作
者
と
所
有
者
双
方
で
個
別

に
協
議
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。

土
地
改
良
区
の
未
納
金
対
策
は
大
問
題

と
な
っ
て
お
り
、
今
ま
で
の
あ
い
ま
い
な

考
え
方
で
は
い
け
な
い
と
い
う
事
で
す
。

法
的
な
関
係
は
顧
問
弁
護
士
を
通
し
て
対

処
す
る
こ
と
の
検
討
を
要
望
し
ま
す
。

去
る

月

日

に
支
溝
代
表
者

会
議
が
開
催
さ
れ
、
活
発
な
協
議
を

い
た
だ
き
平
成

年
度
計
画
が
決
定

さ
れ
ま
し
た
。

南幹線支溝 副

大町） 支溝代表者 会議

平成 年度 通常総代会

南
幹
線
支
溝
（
大
町
地
区
選
出
）

変
更
前

佐
藤
正
樹

変
更
後

橋
輝
明
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区 分 賦 課 金
期 期

納入期限 納入期限

円 円 円
経 常 賦 課 金
最上川連合賦課金

合 計

区 分 賦 課 金
期 期

納入期限 納入期限

円 円 円
経 常 賦 課 金
最上川連合賦課金

合 計

南 田 沢 第 二 円 ％ 田 当り

上 郷 溝 円

石 名 坂 円

山 寺 円 ％ 土地 当り

飛 鳥 円 ％ 田 当り

排 特 飛 鳥 円 ％ 田 当り

内 郷 円 ％ 土地 当り

山 元 円

南 平 田 円 ％ 土地 当り

西 平 田 田
畑

円
円

％
％

田 当り
畑 当り

中 平 田 南 田
畑

円
円

％
％

田 当り
畑 当り

大 正 溝 円 ％ 土地 当り

砂 越 田
畑

円
円

％
％

田 当り
畑 当り

中 平 田 西 円 ％ 土地 当り

飛 鳥 砂 越 円 ％ 土地 当り

南 田 沢 第 二 円 ％ 田 当り

上 郷 溝 円

石 名 坂 円

山 寺 円 ％ 土地 当り

飛 鳥 円 ％ 田 当り

排 特 飛 鳥 円 ％ 田 当り

内 郷 円 ％ 土地 当り

山 元 円

南 平 田 円 ％ 土地 当り

西 平 田 田
畑

円
円

％
％

田 当り
畑 当り

中 平 田 南 田
畑

円
円

％
％

田 当り
畑 当り

大 正 溝 円 ％ 土地 当り

砂 越 田
畑

円
円

％
％

田 当り
畑 当り

中 平 田 西 円 ％ 土地 当り

飛 鳥 砂 越 円 ％ 土地 当り



農地転用に際しては、事前に農業振興地域からの除外手続きが必要となります。
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手続き原因
項目

必要書類

農地法第 条転用
（自所を地目変更）

農地法第 条転用
（所有権の移転を伴う地目変更）

公共事業買収に伴う転用

通知書への
記 載 事 項

転用組合員名・印鑑
地区総代の署名・捺印

転用組合員名（現在の組合員）・印鑑
転用関係者名（新たな取得予定者）・印鑑

地区総代の署名・捺印
転用組合員からの申し出

位 置 図
公図（写し） 丈 量 図
登記簿謄本 地積計算書
そ の 他 事業概要書

決済金を納入後、意見書の交付を受け、地区除外となる。

意見書を農業委員会に提出し転用の手続きを取る。

決済金を納入後、
地区除外となる。

手続き原因
項目

必要書類

農地法第 条転用
（自所を地目変更）

農地法第 条転用
（所有権の移転を伴う地目変更）

公共事業買収に伴う転用

通知書への
記 載 事 項

転用組合員名・印鑑
地区総代の署名・捺印

転用組合員名（現在の組合員）・印鑑
転用関係者名（新たな取得予定者）・印鑑

地区総代の署名・捺印
転用組合員からの申し出

位 置 図
公図（写し） 丈 量 図
登記簿謄本 地積計算書
そ の 他 事業概要書

決済金を納入後、意見書の交付を受け、地区除外となる。

意見書を農業委員会に提出し転用の手続きを取る。

決済金を納入後、
地区除外となる。

公共事業による農地の買収があった時は、大町溝 財務係までご一報下さい。（ ）
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平成 年度からの納期限内完納団体表彰については、一般会計賦課金 期、

期とほ場整備事業償還賦課金の全てを、納期限内に完納となった団体を

表彰することに変更となりますので、ご理解とご協力をお願い申し上げます。

平成 年度一般会計賦課金 期、 期とほ場整備事業償還賦課金の全てを納期限内に完納した 団体に対し、
平成 年 月 日に執り行われる大町溝土地改良区記念祭の席上、褒賞金を添え表彰いたします。
この表彰制度は、褒賞金が伴う大変有利な制度です。今回表彰されなかった団体につきましても団体内で

相談していただき納期限内に完納となるようにお願いします。
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地
区
面
積
は
、
平
成

年

月

日
現

在
の
田
の
面
積
を
表
し
て
お
り
ま
す
。
平

成

年
度
以
降
、
転
用
（
地
区
除
外
）
が

発
生
し
た
場
合
は
、
償
還
金
に
変
更
が
生

じ
ま
す
。

担
い
手
育
成
資
金
及
び
平
準
化
資
金
は
、

緊
急
支
援
事
業
取
り
組
み
に
よ
る
変
更
計

画
書
の
数
値
を
使
っ
て
お
り
ま
す
。
な
お
、

平
成

年
度
の
転
用
に
よ
る
変
更
は
反
映

さ
れ
て
お
り
ま
せ
ん
。

に
つ
い
て
は
、と

な
っ
て

お
り
ま
す
。

そ
の
他
の
地
区
は

し
て
お
り
ま
す
が
、

に
つ
い

て
は
、

に
よ
り
償
還
金
の
軽
減
を
図
る
計
画
と
な

っ
て
お
り
ま
す
。

西
平
田
地
区
と
中
平
田
南
地
区
が
こ
の

事
業
の
対
象
と
な
り
ま
す
。

こ
の

地
区
は
緊
急
支
援
事
業
の
助
成

を
受
け
て
い
る
期
間
は
、
ほ
場
整
備
事
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総務課長
（兼）管理係長
斎 藤 博

庶務係長
（兼）会計主任
住 石 二 美

管理係 施設管理技士 施設管理人
佐 藤 優 典 佐 藤 貴 久
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新現資格者双方の

農業委員会長の確認印
もしくは

土地登記簿謄本
（法務局より）

土地権利書
農地法第 条許可書

（農業委員会より）
農用地利用集積計画書
の許可書

（農業委員会より）

新資格者の

土地登記簿謄本
（法務局より）

土地権利書

現資格者の印は不要）

新現資格者双方の

農業委員会長の確認印
もしくは

農地法第 条許可書
（農業委員会より）

農用地利用集積計画書
の許可書

（農業委員会より）

新現資格者双方の

農業委員会長の確認印
もしくは

農地法第 条の確認通知書
（合意解約）の写し添付

（農業委員会より）

その他
・住所が変更となった場合は、 の提出が必要。
・賦課金引落し口座の変更の場合は、 通帳印が必要）の提出が必要。
・農地の分合筆した場合も 大町溝土地改良区 財務係までお知らせ下さい。

新現資格者双方の

農業委員会長の確認印
もしくは

土地登記簿謄本
（法務局より）

土地権利書
農地法第 条許可書

（農業委員会より）
農用地利用集積計画書
の許可書

（農業委員会より）

）

）

）

新資格者の

土地登記簿謄本
（法務局より）

土地権利書

現資格者の印は不要）

）

新現資格者双方の

農業委員会長の確認印
もしくは

農地法第 条許可書
（農業委員会より）

農用地利用集積計画書
の許可書

（農業委員会より）

）

）

新現資格者双方の

農業委員会長の確認印
もしくは

農地法第 条の確認通知書
（合意解約）の写し添付

（農業委員会より）

その他
・住所が変更となった場合は、 の提出が必要。
・賦課金引落し口座の変更の場合は、 通帳印が必要）の提出が必要。
・農地の分合筆した場合も 大町溝土地改良区 財務係までお知らせ下さい。

土地改良区の運営は、すべて受益地の農地からいただく賦課金によってまかなわれており、賦課金は

大変重要です。そのため土地改良区から賦課されている徴収金の先取特権の順位は、国税、地方税に次

ぐ大変重要な位置付けをされております。厳しい農業情勢の中で未収金が増える傾向となってきており、

このままでは事業の運営に支障を来すことになりかねない状況となってきております。土地改良区とい

たしましても未納を容認することはできなく、納入いただくよう分割納入等の様々な対応を個別に行わ

せていただいております。何もご連絡がないままに未納されますと税金と同様に、国税徴収法に準じて

差し押さえ、公売等の滞納処分が執行されることとなりますので、大町溝土地改良区 会計課まで必ず

ご連絡下さるようお願いいたします。

ほ場整備事業償還賦課金の未納対策として、

とすることに理事会で決定されておりますので、ご理解とご協力をお願い申し上げます。

連絡先 大町溝土地改良区 会計課（ ）まで
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大町溝土地改良区が維持管理している施設（用排水路・農道等）を他の目的に使用する場合及び浄化槽処

理水等を大町溝土地改良区が維持管理している用排水路に放流する場合は、管理施設使用規程に基づき土

地改良区の承認が必要です。（承認を得ないで、施設を使用した場合速やかに撤去または、申請を促すと

ともに承認前に使用した期間に対し、規程に定める 倍の使用料を頂くこととなります。）

他目的使用の場合

（電柱（支柱、支線を含む）及び鉄塔設置・管類の地下埋設・広告物、街灯等・橋梁等・駐車場）

土地改良施設他目的使用承認申請書を保証人 人との連名で提出し、契約締結後（契約期間は 年間です。）

に使用料を納入し使用することとなります。（取扱手数料 円）

使用料又は阻害補償料については、大町溝土地改良区管理課へ問い合わせ下さい。

浄化槽処理水等放流の場合

土地改良施設他目的使用承認申請書を保証人 人との連名及び地域の総代、支溝代表者等の承諾印を受け提

出し、契約締結後（契約期間は 年間です。）に使用料を納入し使用することとなります。（取扱手数料 円）

浄化水及び排水放流使用料については、大町溝土地改良区管理課へ問い合わせ下さい。

問い合わせ先 大町溝土地改良区 管理課 住石・小野寺まで



平成 年度で退職された職員のお知らせ平成 年度で退職された職員のお知らせ
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大町溝土地改良区では、地域単位や学校での現地

研修や出前授業等を随時お受けしますので、ご連絡

下さい。

大町溝土地改良区 庶務係 久松

＠

昨年度より最上川下流右岸土地改良区連合施設の草薙頭首

工、中央管理所、導水管線用水路並びに、一部の揚水所の施

設管理業務を受託しております。

受託に伴い、最上川下流右岸土地改良区連合施設と大町溝土

地改良区施設を一体的に管理するために、現場職員の併任を

実施しております。

これらにより大町溝土地改良区管内の各揚排水所へ最上川

下流右岸土地改良区連合の現場職員も勤務しておりますので、

ご理解とご指導をお願いします。
併任職員による施設の操作

組合員並びに関係団体の皆様には大変

長い間お世話になりました

会計課長 長谷部 司

財務係長 水 落 忠 七

管 理 係 阿 部 香 奈

長い間大変ご苦労様でした

今後益々のご活躍とご健康をお祈りします

月 日付け新採
総務課 庶務係
管理課 管理係（兼務）

酒田市生石 在住
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・総代会、理事会、監事会、各委員会、その他会議
・選挙事務・文書の収受、発送、公告
・文書の編さん、保存
・予算及び財政一般・職員の服務厚生・広報
・他の係りに属しないもの

・組合員名簿、土地原簿及び図面・組合費の賦課
・農地転用に伴う意見書の交付、決済金の徴収
・財産の取得、管理及び処分
・農業振興地域整備計画の意見書に関すること
・工事に関する用地の買収及び補償等

・組合費の徴収、督促及び滞納処分
・土地改良区の経済に属する現金及び物品の収納保管
・決算の調整、証拠書類の保管
・預金有価証券の出納保管、管理
・出納保管に附帯する会計事務

揚水機運転
運転手（主任）（兼務） 佐藤 吉嗣
運転助手（副主任） 若菜 忠勝
運転助手（副主任） 佐藤 均
運転助手 齋藤 清
運転助手 三浦 幸雄
運転助手 橋 友市
運転助手 北川 良市
運転助手 樋坂 仁
運転助手 齋藤 勘一
運転助手 齋藤 一男
運転助手 五十嵐俊治

分水門看守人
上郷溝・大正溝第 三浦 久
上野原・大正溝第 今田 勲
上堰・下堰 齋藤 実
東幹線 手蔵田 平田川 齋藤 甚吉
第 ・第 幹線 土田 雄一
大町・中・北幹線 阿部 敏明
砂利柳・南幹線 橋 重弘

・かんがい排水施設の維持管理
・かんがい用水の取水、揚排水機の運転
・用排水の調整・かんばつ及び冠水等災害対策
・土地改良財産使用等の承認申請
・区有林の維持管理

・平田揚揚水所
・田沢川揚水所
・山谷溝揚水所
・横根山揚水所
・楢橋揚水所
・相沢川揚水所
・上野原揚水所
・沖ノ堰揚水所
・前畑揚水所
・南幹線揚水所
・砂利柳第 第 揚水所
・手蔵田揚水所
・平田川揚水所
・仁助谷地揚水所
・下川原揚水所
・勝保揚水所
・茨野排水機場
・茨野補助排水機場




